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1．はじめに

静電気は日常生活のあらゆる場面に存在し，瞬
間的な痛みを感じる放電現象を始めとして，我々
は日々その存在を認識することができる。大半の
場合，静電気がもたらす影響は軽微であるが，時
に，爆発や火災といった災害の引き金ともなること
から，決して無視のできない存在である。2001年に
は，セルフスタンドで給油中であった自動車の給油
口付近から静電気起因の火災が発生し，これを受け
て消防庁はセルフスタンドの安全対策・注意喚起を
強化してきたが，その後も同様の火災が起こり続け
ている（1）。また，その発生機構や特徴に未解明な部
分が多いとされているが（2）,（3），我々にとって非常に
危険，且つ身近な存在である落雷（雷放電）も静電
気によりもたらされる現象の一つである。

このように我々の日常生活と大小様々な関わり
を有する静電気は産業活動とも深く関わる。とりわ
け，ものづくり現場では，静電気は安全面や品質面
に関わる重大な問題と直結することが多く，その存
在感は大きい。

例えば，化学・エネルギー産業などでは，静電気
を原因とする爆発や火災が例年繰り返し発生し続け
ており（4）,（5），この場合，材料・設備の焼失や被災者
発生といったように，影響が甚大化することが珍し
くない。最近では，2017年に静岡県の化学工場で発
生し，多大な人的被害（死亡者2名，重傷者2名，軽
傷者11名）を出した事故が比較的記憶に新しい。こ

れは，樹脂製品の包装作業場付近で静電気を着火源
とする粉塵爆発（6）が発生し，その火炎が建屋内の危
険物・可燃物に引火・類焼し，重大事故に発展した
ものである（7）。また，ホースを使って有機溶剤を小
分けする際などに，静電気が有機溶剤に直接的に作
用し，爆発や火災を引き起こす事例も多い（8）。

一方，電気電子産業でも静電気の影響は大きく，
この場合，主に品質問題への影響が際立つ。例え
ば，光源やディスプレイ関連の製造工程では，塵
埃付着による品質異常は大きな問題となり，静電
気がその原因の一つとなる（9）。図1は，LED照明の
廉価品を製造販売する海外企業（中国，広東省）
で製造された光源モジュール「マルチチップCOB

（chip on board）」において見られた品質異常事例
である。マルチチップCOBでは，基板上に配列し
た多数のLEDチップを金ワイヤで連結し，その上
から蛍光体樹脂が充填されるが（10），この事例では，
蛍光体樹脂の表面付近（図1中D1）や内部（図1中
D2）に塵埃が吸着・混入している。D1のような塵
埃は，光源としての光学特性に影響を及ぼしかね
ず，D2のような塵埃は，光学特性への影響だけで
なく，LEDチップや金ワイヤなどと接触して電気
回路の損傷を招く危険性もある。図1中の塵埃D1，
D2が静電気起因で吸着・混入したとは断定できな
いものの，このような類いの品質異常が見られる場
合，ものづくりの環境としては，静電気対策の意識
や体制が不十分な状況であることが大いに疑われ
る。電気電子産業では，上記のような静電気によ
る塵埃の吸着・混入やそれに伴う電気回路損傷に
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い。しかしながら，ものづくり実務者一人一人，あ
るいは内部監査員一人一人が静電気の基本を理解し
ているかというと疑問が残る。本稿では，ものづく
り実務を意識しながら，静電気についての基本的な
内容を見つめ直したい。

2．静電気概念の基本事項

静電気概念についての詳細な解説は他書に譲り，
ここでは，ものづくり実務者の基本リテラシーとし
て求められる程度の内容を再確認するに留める。

2.1　静電気の発生と帯電
静電気は，帯電した物体（帯電体）に分布してい

る流れのない電気などと定義され（13），動電気とも
称される流れのある一般の電気と対義的に捉えられ
る（14）。帯電は，接触した物質間で電子やイオンと
いった電荷担体が一方から他方に移動することで，
過剰電荷が生じ，留まることで起こる。一定の理論
的説明が可能な導体や半導体の帯電機構に対して（15），
有機高分子材料を始めとする不導体の帯電機構はよ
り複雑で，不明な点も多いとされるが，いずれにし
ても，電荷担体に働く駆動力は，電荷担体に対する
それぞれの電気化学ポテンシャルの差であると考え
られている（16）。例えば，2つの異なった金属が接触
する場合であれば，仕事関数の小さい金属から大き
い金属に向けて電子が接触界面を移動し，電子の電
気化学ポテンシャル，すなわちフェルミレベルが一
致して電子の移動が終了する。その結果，仕事関数
の小さい金属が正に，仕事関数の大きい金属が負に
帯電する。

帯電に至るプロセスは様々であり，表1に例示す
るように，帯電プロセスに基づいて帯電を細分化す
ることがある。このうち，ものづくり現場で多く見
られるものとしては，剥離帯電や摩擦帯電が挙げら
れよう。

剥離帯電はテープ類やフィルム類を剥がす際に帯
電が引き起こされるものである。これは接触帯電と
根本的には同一であるが，剥離というプロセスによ
り顕在化する帯電であることから剥離帯電と称され

加え，ESD（electrostatic discharge：静電気放電）
による電気回路損傷も大きな問題となる。昨今，生
産拠点，ひいてはそれを抱える企業全体の競争力強
化にISO9001やIATF16949といった国際的な品質マ
ネジメントシステム規格の認証取得が半ば必須条件
となっており，電気電子産業などでは，これらの規
格の要求事項に応える形でESD対策を盛り込むこ
とが一般的であることからも，その問題の大きさが
うかがえる（11）,（12）。

以上触れてきたように，静電気は，静電気放電な
どの電気的作用と吸着などの力学的作用という大き
く二つの側面からものづくり現場に影響を与えてい
るといえる（図2）。

安全で高品質なものづくりを実践していくには，
静電気の特性に対する正しい認識とそれに基づく
適切な対処が欠かせない。昨今のものづくり現場
では，ISOなどの規格認証取得・維持のため，ハー
ド面から静電気対策を講じ，且つその整備・運用状
況を内部監査するチェック体制が敷かれることも多

図1　マルチチップCOBの品質異常例;
（D1）樹脂表面付近の塵埃,（D2）樹脂内部の塵埃

図2　ものづくり現場に影響を与える静電気の作用
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されている状態と等しくない状態になっていること
もあり，必ずしも帯電列通りの順序や親和性の程度
とならない可能性がある。また，温度や湿度，摩擦
方法によっても帯電列で示された序列が変化し得る
ため（20），帯電列はあくまで一つの参考情報として
認識するに留めるのが賢明である。

なお，単に接触させるだけでは帯電が起こり得な
い同一物質同士であっても，それらを擦り合わせた
場合には帯電し得ることを忘れてはならない。これ
は，同一物質の間で摩擦（あるいは，それに準じた
プロセス）を起こす際，互いに全く対称的といえな
い条件とした場合に起こるもので，非対称摩擦とい
われる。例えば，同一物質であるが，その表面粗さ
が異なるもの同士を擦り合わせる場合などがこれに
あたる。また，表面状態や大きさも等しい同一物質
同士を擦り合わせる際，図4のように一方を固定し，
その一点のみを他方で擦りつけるような場合も非対
称摩擦に該当する。この場合，摩擦面積が広い方，
すなわち固定側では温度上昇の度合いが小さく，摩
擦面積が狭い方，すなわち運動側では温度上昇の

る。剥離帯電における帯電量は剥離速度に依存する
とされ（17）,（18），図3に相関イメージを示すように，帯
電量は剥離速度の増加に伴って増加し，漸次一定値
に近づく傾向を示す。

一方，摩擦帯電は接触面を擦り合わすことで起
こる帯電である。摩擦帯電の主要な要素も接触帯電
であるとされている。物質表面は微細な凹凸が多い
ため，通常，一回接触するだけでは十分な帯電量に
至らない。しかし，摩擦を行うことで接触面積が増
加し，帯電が顕在化する。このように，接触帯電の
効果を接触面積の増加により顕在化させるものが摩
擦帯電であると大まかに捉えることができる。ただ
し，より詳細に摩擦帯電を見た場合，別の帯電要素
として加圧作用による圧電気（ピエゾ電気）の発生
や摩擦熱による効果もあるが，本稿では割愛する。

物質には正に帯電しやすいものと，負に帯電しや
すいものがあり，それぞれの符号に帯電しやすい物
質を実験的な評価に基づき序列化した表を帯電列と
いう（表2（19））。帯電列の正側にある物質と負側に
ある物質を擦り合わせると，前者は正に，後者は負
に帯電する。帯電列内で離れている物質同士ほど，
発生する静電気は大きくなり，いわゆる「親和性の
悪い組み合わせ」となる。ただし，化学反応や汚れ
付着により表面状態が変質するなど，帯電列で想定

図3　剥離帯電における剥離速度と帯電量の相関イメージ

表1　帯電プロセスに基づく帯電の細分化例 表2　帯電列
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ここで，電界強度をE，抵抗率の逆数を電気伝導率
κとすると，式（2）が成立する。

一方，電界強度Eと電束密度D，誘電率εの間に
は，式（3）で示される簡単な関係が成り立つ。ま
た，電磁気現象の基本法則はマックスウェルの方程
式と呼ばれる4種の数式で表現されるが，そのうち
の一つが式（4）で表される「電界に関するガウス
の法則」である。これは，閉曲面S 全体にわたる
電束密度D =εE の面積積分は閉曲面S の内部にあ
る電荷の総和に等しく，閉曲面S の外部にある電
荷は寄与しない，というものを微分形で表現したも
のである。

以上の式（2）～（4）を式（1）に代入すると式（5）
を得る。

ここで，ε/κが緩和時間であり，式（5）から導か
れる式（6）より，電荷密度は時定数ε/κで指数関
数的に減少することが分かる。緩和時間ε/κは帯
電している電荷の消失時間や静電気放電の瞬間電流
を評価する際の目安となる（24）。

2.3　静電気の力学的作用
静電気の力学的作用については，「同符号の電荷

間では斥力が，異符号の電荷間では引力が働き，そ
れらの力の大きさは，双方の電荷の量に比例し，電
荷間の距離の二乗に反比例する」という，いわゆる
クーロンの法則が基本となる。この関係性から明ら
かなように，静電気による力学的作用を及ぼし合う
二物体が存在する場合，それらの力学的作用は互い

度合いが大きくなり，この摩擦熱の差異が電荷担
体の移動を生み，帯電に至る。この時，図4の（a）
と（b）のように，固定側と運動側を入れ替えると，
二物体の帯電の符号はそれぞれ逆になる（21）。

2.2　静電気の電気的作用
静電気の代表的な電気的作用としては静電気放電

が挙げられる。これは，正負に分かれた電荷が再結
合する現象（緩和現象）が極めて短時間で行われる
ものであり，一般に閃光と音の発生を伴う。通常の
放電と異なり，静電気放電では継続的な電荷供給が
ない，あるいは極めて少ないため，強い放電の持続
は見られない。ただし，こうした閃光や音が確認で
きる場合は，局部的に3000Vを越す電圧が発生して
いる（22）。例えば，ガソリンの主要成分であるペン
タンの蒸気は，空気と1.4～7.8%の範囲で混合する
と爆発性となり，エネルギー0.28mJの静電気放電で
着火する可能性が生まれるとされるが，これは，人
体が2000Vに帯電した場合の静電エネルギーにほぼ
等しい（23）。つまり，我々が感知できるような放電
があれば，これによってガス・蒸気への着火が十分
起こり得るということである。

なお，帯電した電荷が時間の経過に伴いどのよう
に減少するかを具体的に議論する指標の一つに，緩
和時間がある。当初（時刻t = 0），ある点に電荷密
度ρ0 で電荷が存在していたとすると，電荷密度ρ
の時間的変化は，電流密度i を用いて式（1）のよ
うに表される（div i  =∂ix/∂x +∂iy/∂y+∂iz/∂z）。

図4　�同一物質同士による非対称摩擦の一例；一方を固定
し，他方を（a）上下，または（b）左右に運動
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持つので電界と逆方向に力を受ける。その結果，不
導体の両端に異符号の電荷が等量現れる。このよう
な現象が誘電分極であり，誘電分極の結果，帯電体
と帯電していない不導体の間には引力が働くことと
なる。

帯電体と帯電していない導体，そして帯電体と帯
電していない不導体という組み合わせでは，以上の
ように，「引力が発生する」という同様の結論にな
るが，仮に，引力を作用し合う二物体が接触するに
至った場合，その後の挙動には大きな差異が生じる
ことも認識しておきたい。挙動の差異を示すイメー
ジとして，図5，6を示す。図5は負に帯電した帯電
体と帯電していない導体球が互いの引力により接近
し，接触する前後の位置関係を模式的に示したも
のであり（25），図6は負に帯電した帯電体と帯電して
いない不導体球が互いの引力により接近し，接触す
る前後の位置関係を模式的に示したものである（25）。
帯電体の相手物体が帯電していない導体球の場合，
帯電体に引きつけられた導体球は，帯電体との接触
後，帯電体の負電荷の一部を受け取り，負に帯電し
た帯電体との間に斥力が生じる結果，互いに離れる

に近いほど大きく，距離を隔てていくに従って急激
に減衰する。

ある帯電体が存在する場合，それに対する相手物
体は，大まかに分類して以下1）～4）の4パターンで
ある。そして，帯電体の相手物体が1）～4）いずれで
あったとしても，結論的に，それら二物体間に力学
的作用が発生することとなる。
1）帯電した導体
2）帯電した不導体
3）帯電していない導体
4）帯電していない不導体

まず，帯電体の相手物体が1）や2）の場合，二物体
間で力学的作用が生じること，すなわち共に同符号
の電荷を帯びている時は斥力が働き，互いに異符号
の電荷を帯びている時は引力が働くということは，
クーロンの法則から直接的に理解できる。

一方，帯電体の相手物体が3）の場合，導体内で起
こる静電誘導（electrostatic induction）により，二
物体間に引力が生じる。帯電体はその周りに電界を
形成するが，それが帯電していない導体を貫くと，
導体内の自由電子は電界と逆方向に動く。その動き
は導体内に電界が存在している限り継続し，最終的
に，導体内には自由電子が偏在することとなる。こ
の時，帯電体に近い導体表面に帯電体と異符号の電
荷が，遠い導体表面に帯電体と同符号の電荷が等量
現れる。このような現象のことを静電誘導といい，
静電誘導の結果，帯電体と帯電していない導体の間
には引力が働くこととなる。

そして，帯電体の相手物体が4）の場合，不導体内
で起こる誘電分極（dielectric polarization）により，
二物体間に引力が生じる。誘電分極は，一見，静電
誘導と似ているが，全く別の現象であるといえる。
静電誘導は導体内の自由電子により引き起こされる
現象であるが，誘電分極を起こす不導体には自由電
子が存在しないからである。ただし，不導体内部に
存在する原子核と電子は固定されているのではな
く，ほんのわずかに変位できる。また，H2Oなどの
ように，元々分子中に電荷の分布の偏りがある極性
分子もある。いずれにしても，原子核は正の電荷を
持つので電界の方向に力を受け，電子は負の電荷を

図5　�負に帯電した帯電体と帯電していない導体球の位置
関係イメージ；（a）接触前,（b）接触後

図6　�負に帯電した帯電体と帯電していない不導体球の位
置関係イメージ；（a）接触前,（b）接触後
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して，帯電体が及ぼす力についても具体的に扱うよ
うになる。ただし，そこで扱う力学的作用は，あく
まで「帯電体同士」の力学的作用に関するもののみ
であり，不完全なものである。高等学校になると，
静電誘導や誘電分極まで扱うようになり，帯電体が
及ぼす力について，より幅広く扱うこととなる。

3.2　学習経験に伴う誤った認識の形成の危険性
中学校学習指導要領では，学習内容として「異な

る物質同士を擦り合わせると静電気が起こり，帯電
した物体間では空間を隔てて力が働くこと」が規定
されている（27）。こうした文言，すなわち「異なる
物質同士を」や「帯電した物体間では」といった文
言が強調された学習を経験した学習者には，「静電
気は同一物質同士では発生しない」，あるいは「帯
電体同士でなければ，二物体間には力は働かない」
といった誤った考え方が形成されることが懸念され
る。このうち，後者の懸念について実態調査した事
例を以下に紹介する（29）。

当該調査は，小・中・高等学校を通した静電気学
習の総和的位置づけともなる高等学校において，静
電気学習に臨む学習者122人を対象に，帯電体が及
ぼす力についての認識状態を調査したものである。
調査では，図7のイラストに「中心に回転軸が設け
られたストローを負に帯電させ，その一端に別の物
体（帯電していない不導体，帯電していない導体，
帯電体）を近づけた時，ア～ウのうちどのような動
きをするか」という問いを添え，回答を選択肢から
選ばせると共に，回答根拠の記述も求めた。同様の
認識調査は，指導の進捗に伴い，その後追加で2回
実施した（正答やその根拠の提示は最終認識調査後

動きを見せる（図5）。それに対し，帯電体の相手物
体が帯電していない不導体球の場合，帯電体に引き
つけられた不導体球は，帯電体との接触後，導体球
の場合のような電荷の移動が起こらないため，不導
体球は帯電体に接触したままとなる（図6）。

3．静電気概念と理科教育

我々の多くは，義務教育段階から静電気概念に関
連する学習を経験してきた。ここでは，静電気概念
に関する理科教育での学びを客観的に振り返ると共
に，そうした学習を通じて形成されかねない誤った
認識の危険性を指摘したい。

3.1　理科教育の中で扱われる静電気概念
日本の理科教育では，比較的早い段階から静電気

概念に関連した学習が始まり，系統的に学習がなさ
れる。具体的には，小学校第3学年で電気概念につ
いて初めて触れ，中学校第2学年で静電気の概要を
学んだ後，高等学校でその学びを発展的に深める。
小・中・高等学校学習指導要領には，静電気に関連
した単元として，小学校理科第3学年「電気の通り
道」（26），中学校理科第1分野「静電気と電流」（27），高
等学校物理「電荷と電界」（28）が規定されている。表
3は，各学校段階でどのような内容を学習するかと
いったことを示す。表3に示すように，静電気概念
の前提知識となる電気概念は，小学校で初めて扱わ
れ，電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方がある
ということを学ぶ。また，その延長として，電気を
通すものと通さないものがあるという，導体・不導
体の概念もこの段階で登場する。中学校では，一般
的な電気回路における電流の実態は電子の流れであ
ることに初めて触れ，学習範囲が静電気に及ぶ。そ

表3　静電気概念に関連した各学校段階での学び;
○：学習する，△：一部学習する，×：学習せず

図7　�帯電体が及ぼす力に関する認識状態を調査するため
使用したイラスト
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加度合いに統計的有意差が確認された（p < 0.001）。
一方，帯電体と帯電していない導体の間の関係

性についても，高等学校での静電気学習を開始する
直前段階で，24.8%の者が引力や斥力といった力学
的作用が発生しないと誤って認識しており，正答率
は26.4%とやはり低い状況が確認された。これは，
帯電体と帯電していない不導体の間の関係性同様，
誤った認識の存在が影響している可能性が否めな
い。その後，知識伝達型の一斉指導を経ることで，
正答率は26.4%から66.1%に増加するが，やはりその
増加度合いは限定的である。そして，協働学習後，
正答率は66.1%から94.1%へと大きく増加し，その増
加度合いに統計的有意差が確認された（p < 0.001）。

最後に，帯電体同士の関係性については，高等学
校での静電気学習を開始する直前段階から，学習者
は概ね正しい認識を持っており，正しい根拠に基づ
いて正答を導いた者は97.5%に上った。当該関係性
は中学校学習指導要領で規定された通りの内容既習
であるため，ごく当然の結果であるといえる。

以上のように，「帯電体同士でなければ，二物体
間には力は働かない」といった考え方が大規模に確
認され，それらは誤った認識として強固に保有され
ているがゆえに一方向的に知識を伝達されるだけで
は容易に修正されないという実態がうかがわれた。
静電気概念に関する学習を経験してきた我々として
も，自らの中にこうした誤った認識が無意識的に残
存していないか，内省的に見つめ直したいものであ
る。

4．ものづくり実務と静電気

ものづくり実務において，静電気に関わる諸問
題を回避するには，第一に，静電気を極力発生させ

に行った）。
まず，帯電体と帯電していない不導体の間の関係

性については，高等学校での静電気学習を開始する
直前段階で，81.8%の者が引力や斥力といった力学
的作用が生じないと誤って認識しており，正しい認
識の下で正答を導く者は3.3%に留まった。当該関係
性は，小学校では勿論のこと，中学校でも扱われな
いため，このような回答状況は妥当な結果であると
理解できる。しかし，この調査の後，静電気に関す
る基本的事項について知識伝達型の一斉指導を行っ
たところ，正答率は18.2%に増加したものの，依然
として低い水準に留まった。そして，学習前同様の
回答根拠に基づいて「動かない」と回答する者が多
く残り，知識伝達型の一斉指導を経た後でも，帯電
体と帯電していない不導体の間で力学的作用が発生
しないという認識が根強く残存する状況が確認され
た。このように誤った認識が強固に残存することか
ら，学習前の学習者には，単に帯電体と帯電してい
ない不導体の関係性についての知識が欠如していた
ということだけではなく，これら二物体間で力学的
作用が発生しないという認識が形成・保有されてい
る可能性が推察された。つまり，中学校では，静電
気の力学的作用として帯電体同士の関係性について
のみ取り上げられ，その関係性が強調されがちであ
ることから，帯電体と帯電していない不導体の間で
力学的作用が発生しないという誤った認識の形成に
至る，という可能性は十分考えられる。誤った認識
を強固に抱いている学習者に正しい科学的概念を獲
得させるには，自分の思考や行動を客観的に把握し
認識する「メタ認知的活動」に取り組ませることが
有効であることは様々な研究で明らかにされている

（30）－（32）。本事例の場合，帯電体と各種物体間との力
学的作用について，個人予想とこれに基づく討論

（図8（a））を通じて自己の考え方を高次な視点から
意識化させた上で，実験による検証（図8（b））を
行わせることで正しい科学的概念を練り上げる，と
いうメタ認知的活動を組み込んだ協働学習（以下，
協働学習と略記）に取り組ませた。このような協働
学習を経ることで状況は改善し，認識調査に対する
正答率は18.2%から83.9%へと大きく増加し，その増

図8　協働学習風景；（a）討論,（b）検証
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けになっていないか，今一度確認したい。
なお，安全性や品質を追求するものづくり現場で

はあるが，とりわけ海外などでは，その地域特有の
事情にも意識を向ける必要があろう（図9）。

4.2　設備・材料側からのアプローチ
設備や材料に関しても，まずは，静電気発生防止

を心がける必要がある。例えば，設備設計や工程設
計の段階で，以下1）～4）に例示するような静電気発
生を抑制する工夫も考えたいところである。しかし
ながら，様々な制約でそのような事前検討は十分な
されないことが多く，現実的には，「発生させない」
手立てよりも「帯電させない」手立てが主流になる
ものと推察される。
1）接触面積や圧力，回数を小さくする
2）接触分離速度を小さくする
3）表面状態を清浄に保つ
4）静電気の発生がより小さい材料を選定する

設備に「帯電させない」手立てとしては，発生し
た静電気を大地経由で消滅させるよう，アース（接
地）をとることが基本となる。帯電防止用の接地極
を設けることが難しい場合，既存の構造体や配管

（地中の鉄骨や水道管など）を接地極として利用す
る手段も考えられるが，いずれにしても，帯電防止
作業床同様，所定の帯電防止機能が発揮されるよう
に専門業者を通じた施工が望ましい。ただし，設備
によっては，大きな動きがある場合や不導体の場合
など，アースをとることが適切でない場合も多い。

ない工夫が求められ，仮に静電気を発生させたとし
ても，帯電させないようにする必要がある。ここで
は，静電気に適切に対処するアプローチの概略を作
業者側と設備・材料側の両面から確認したい。

4.1　作業者側からのアプローチ
ものづくり現場において物質同士が触れ合う場面

は，既述内容から明らかなように，いずれも静電気
の発生源となり得る。中でも，作業者が着用する衣
服は大きな発生源となる。例えば，表2の帯電列で
示したように，衣類の中ではウールとアクリルは非
常に悪い組み合わせといわざるを得ない。こうした
衣類の摩擦による静電気の発生・帯電を防ぐには，
帯電防止服を着用するのが望ましい。その際，帯電
防止機能を十分発揮させるためにも，内側に着用し
ているシャツ等がはみ出さないようにすることや破
れのあるような状態で作業をしないということが重
要である。また，著しい汚れがある場合も，帯電防
止機能の低下を招くため避けねばならない。作業者
の帯電については，上記のように作業者自身に静電
気の発生源がある場合以外に，作業者と別物体との
間に発生源がある場合もある。例えば，作業時に椅
子を使用するのであれば，作業者と椅子との間での
静電気発生は珍しくない。

作業者の体にたまった静電気を逃すためには，静
電靴の使用が簡便である。この際も，靴底の汚れは
機能を低下させるために注意を要する。体にたまっ
た静電気を速やかに消滅させるためには作業床を導
電化する必要もある。このような床は一般的に帯電
防止作業床などと呼ばれるが，100MW以下の漏洩
抵抗を有するものでなければならない。適切な機能
を発揮するよう，専門業者による設置と保守・点検
がなされることが望ましい。

帯電防止作業床の機能が使えないような場合は，
帯電防止用リストストラップを利用することで，帯
電防止を図ることができる。これを使用する際，リ
ストバンドの金属部分を肌に密着させるなど，基本
的な機能を理解して適切に使用する必要がある。金
属部分が素肌に密着していない場合や作業服の上か
ら装着するなど，形式的に帯電防止を装っているだ

図9　�民族衣装が目立つものづくり現場（インド，ウッタ
ラーカンド州）
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そのような場合でも，除電器（イオナイザ―）を用
いて過剰電荷を中和し，帯電体の除電を行うことは
可能である。

5．おわりに

静電気は，ものづくり現場のあらゆる場面で発
生し，様々な対象（材料，部品，製品，作業者，設
備など）に影響を及ぼす。安全で高品質なものづく
りを実践するためには，静電気に対する適切な対処
を施す必要があり，そのための対処手段は世の中に
多種存在する。しかし，こうした対処手段を活用し
ながら静電気に関わる諸問題を回避する大前提とし
て，ものづくり実務者が静電気の基本を理解してい
ることが求められる。

本稿では，静電気概念について，その基本事項や
我々が抱きがちな誤った認識，あるいはものづくり
実務との関連性について概観した。詳細には踏み込
めていないため，本稿を契機に，自ら関係する産業
にクローズアップして，静電気との付き合い方を改
めて深く考えて頂ければ幸いである。
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